
平成 2 2 年度税制改正（租税特別措置）見直し事項（廃止・縮減） 

（ 総務省） 

制 度 名 次世代ブロードバンド基盤整備促進税制の廃止 

税目（条文番号） 
法人税（租税特別措置法４４条の４、第６８条の２３（表の第１号の
うち電気通信事業者関係）） 

見

直

し

の

内

容 

 
・ 廃止することとする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

増収見込額 
（平年度） 

５１０百万円 

廃

止

又

は

縮

減

の

理

由 

 

・ 本租税特別措置については、平成２０年度税制改正において、対
象設備が設置される地域を条件不利地域（過疎、離島等）に限定し
ているところ。 

 
・ ブロードバンド・ゼロ地域（２００９年３月末、約６４万世帯）の解

消については、２００９年１０月現在、以下のように目途している。 

  （１）３４万世帯については、２００９年度補正予算等による公的整

備により解消 

  （２）約３０万世帯については、民間事業者による営業エリア拡大に

より解消 

 

・ 条件不利地域（過疎、離島等）におけるブロードバンド・ゼロ地
域の解消については、２００９年度補正予算等を活用した公的整備
により解消の目途が立ったことから、本租税特例措置については今
年度限りで廃止することが妥当であるため。  

 

 

 

 

 

 


